
新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１

項第４号に規定する新商品の生産又は新役務の提供（以下「新商品の生産等」という。）

により新たな事業分野の開拓を図る者（以下「新事業分野開拓者」という。）の認定に

関し、地方自治法施行規則（昭和２２年５月３日内務省令第２９号）第１２条の３に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象者） 

第２条 認定の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 市内に事業所を有し、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項

各号のいずれかに該当する者 

⑵ 市税の未納がない者 

⑶ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定

する暴力団密接関係者でない者 

 

（新商品又は新役務の定義） 

第３条 新商品又は新役務（以下「新商品等」という。）とは、前条に定める者が生産若し

くは提供する商品又は役務であって、次の各号のいずれにも該当するもの（技術の提供

は除く。）とする。 

⑴ 別表１のいずれかに該当する新商品等であるもの 

⑵ 商品化後概ね５年以内に次条による申請があったもの 

⑶ 本市の機関において使途が見込まれるもの 

⑷ 既存の商品又は役務とは著しく異なる使用価値を有するもの 

⑸ 新事業分野開拓者の事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は

住民生活の利便の増進に寄与するもの 

⑹ 関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの 

 

（申請） 

第４条 認定を受けようとする者は、新商品の生産等による新事業分野開拓者認定申請書

（第１号様式）に次の書類を添えて市長に申請するものとする。 

 ⑴ 新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画（第２号様式。以下「実

施計画」という。） 

⑵ 法人の場合にあっては、登記事項証明書又は登記簿謄本 

⑶ 個人の場合にあっては、住民票記載事項証明書、住民票の写し又は登録原票記載事

項証明書 

⑷ 直前２事業年度の財務諸表（決算報告書又は貸借対照表及び損益計算書、収支決算

書又は確定申告に添付したものの写し。これらの書類がない場合にあっては、最近

１年間の事業内容等の概要を記載した書類） 

⑸ 納税証明書（法人市民税又は市・府民税、本市内における固定資産税及び都市計画

税、事業所税） 



⑹ その他新商品等に関する資料 

 

（認定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、実施計画を確認し、商品又は役

務の新規性認定制度に係る有識者会議で意見を聴取したうえで、適当と認めるときは申

請者を新事業分野開拓者と認定し、新商品の生産等による新事業分野開拓者認定書（第

３号様式）を交付するものとし、適当と認められないときは、申請者に対して、新商品

の生産等による新事業分野開拓者不認定通知書（第４号様式）によりその旨通知するも

のとする。 

 

（認定期間） 

第６条 認定の期間は、認定した日の翌日から起算して５年間とする。 

 

（変更申請） 

第７条 第５条の規定により認定を受けた者（以下「認定者」という。）が、実施計画を変

更しようとするときは、新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更申請書（第５号

様式）により、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する変更申請があったときは、申請内容について精査し、適当と

認めるときは、当該変更を承認し、新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更承認

通知書（第６号様式）により認定者に通知する。 

 

（中止） 

第８条 認定者は、実施計画に係る事業を中止したときは、遅滞なく、新商品の生産等に

よる新事業分野開拓事業中止届（第７号様式）により、市長に対し届け出なければなら

ない。 

 

（取消） 

第９条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第５条の認定を取り消

すものとする。 

⑴ 認定者が、実施計画に従って新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施してい

ないと認められるとき。 

⑵ 認定者が、第２条で定める要件に合致しなくなったとき。 

⑶ 新商品等が、第３条で定める要件に合致しなくなったとき。 

⑷ 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。 

２ 前項の規定による認定の取消しにより損失が生じたときは、認定者がその責めを負う

ものとする。 

 

（報告） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、認定者に対し、実施計画の遂行状況につ

いて報告を求めることができる。 

 

（認定後の事務等） 



第１１条 市長は、認定者及び認定を受けた新商品等について、公表するとともに、市の

機関において購入が促進されるように、各機関への情報提供を行うものとする。 

２ 市長は、第７条の規定による変更申請を承認したとき、第８条の規定による中止の届

出があったとき、又は第９条の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表する

ものとする。 

 

（庶務） 

第１２条 この要綱の運用に関する事務については、産業観光局産業イノベーション推進

室において処理する。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、

産業観光局長が定める。 

 

   附則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附則 

この要綱は、平成２３年１１月２１日から施行する。 

  附則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２６年１０月３１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年１１月１日から施行する。 

  附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１１月２６日から施行する。 

（遡及適用） 

２ 改正後の第６条の規定は、平成２９年３月６日以降に認定を受けた新商品等に適用

する。 

附則 

この要綱は、令和３年９月６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

申請対象 

となる 

新商品等 

公益財団法人京都高度技術研究所が実施するＡランク認定を受けた企業

が生産又は提供する新商品等 

公益財団法人京都高度技術研究所が実施するオスカー認定を受けた企業

が生産又は提供する新商品等 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所が実施する知恵創出“目の輝き”

認定を受けた企業が生産又は提供する新商品等 

京都市又は京都市から委託若しくは補助を受けて企業の新商品開発等を

支援する機関等から助成や支援を受けて開発された新商品等  

その他、市長が特に必要と認めるもの 

 



第１号様式（第４条関係） 

  年  月  日 

 

京 都 市 長 様 

                 （申請者） 

所  在  地 

商号又は名称 

      代  表  者 役職名 

氏 名 

                        

新商品の生産等による新事業分野開拓者認定申請書 

 

「新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関す

る要綱」第４条の規定により、下記書類を添えて申請します。 

 

記 

 

（添付書類） 

  １ 新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画（第２号様式） 

２ 法人の場合 登記事項証明書又は登記簿謄本 

個人の場合 住民票記載事項証明書又は住民票の写し 

若しくは登録原票記載事項証明書 

※申請時に発行後３箇月以内のもの 

３ 直前２事業年度の財務諸表 

（決算報告書、又は貸借対照表及び損益計算書、若しくは、収支決算書又は確定申

告に添付したものの写し。これらの書類がない場合にあっては、最近１年間の事業

内容等の概要を記載した書類） 

４ 納税証明書（法人市民税又は市・府民税、本市内における固定資産税・都市計画

税、事業所税）※直近１年分 

５ 新商品又は新役務に関する資料（パンフレット、データ等） 

     

※留意事項 

・提出された書類は返却いたしません。 

・提出された書類は本申請のみに使用し、その他の目的に使用いたしません。 



第２号様式（第４条関係） 

 

新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画 

１ 申請者の概要 

本 店 所 在 地  

市内事業所所在地  

電 話 番 号 （     ）    ―   

F A X 番 号 （     ）    ―   

U R L   

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ  

設 立 年 月 日           年      月      日 

資 本 金                千円 

売 上 高                千円 

従 業 員 数 
常用             名    

臨時             名 

事 業 内 容 

（ 会 社 概 要 ） 

 

本市競争入札参加

資 格 の 有 無 

（「物品」又は「役務」に関することを記載してください。） 

有   ・   無 

本 件 担 当 者 

役職・氏名 
 

連 絡 先 
 

E-mail 
 



２ 新商品等の概要 

 

（１） 新商品等の内容 

（ ふ り が な ） 

新商品等の名称 

 

販 売 開 始 時 期 

（販売を開始してから概ね５年以内であることが申請の要件です。） 

研究開発期間  （始期）平成 ・ 令和   年   月  

（終期）平成 ・ 令和   年   月 

  販売開始時期      平成 ・ 令和   年   月 

販 売 価 格 
 

新 商 品 等 の 

具 体 的 内 容 

（新商品等の機能、用途、特長などについて御記入ください。） 

 

新商品等の新規性・

独自性・優位性 

 

知的財産取得状況 

 

市の機関における新

商品等使途提案 

（市の機関において使途が見込まれることが申請の要件です。市の機関における具

体的な使用方法について御記入ください。） 



ＪＩＳ規格等品質及び安全

性に関する基準の適合に関

す る 事 項 

 

公的支援の状況 

□本制度で対象とする認定を受けている 

（認定名）                           

 （認定等を受けた時期）  平成 ・ 令和    年    月  

 

□「京都市」又は「京都市から委託若しくは補助を受けて企業の新商品開

発等を支援する機関」から支援・助成を受けて新商品を開発している 

 （支援機関名）                         

 （支援・助成の名称）                      

 （支援を受けた時期）                          

 

（２） 今後３年間の生産又は提供方法等 

生産又は提供の目

標及び実施時期 
決 算 期 年  月期 年  月期 年  月期 

数 量    

金額（千円）    

生産又は提供の実

施方法 

① 自社生産（又は提供）、共同生産（又は提供）、委託生産（又は提供）の別（共同

生産者名・委託生産者名も記載） 

 

 

② 原材料等の調達の概要 

 

 

③ 生産又は提供に必要な機械設備の概要 

 

 

④ 生産又は提供の実施場所 

 

 

⑤ その他 

 

 

 

 

 

 



（３）今後３年間の新商品生産又は新役務提供の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

① 資金の額                            （単位：千円） 

区 分 年  月期 年  月期 年  月期 備 考 

原 材 料 費     

機 械 装 置 費 

・工具器具費 
    

外 注 加 工 費     

技術指導受入費     

直 接 人 件 費     

市場調査・広報宣

伝 費 
    

そ の 他 経 費     

合 計 （ Ａ ）     

 

② 資金の調達方法                         （単位：千円） 

区 分 年  月期 年  月期 年  月期 備 考 

自 己 資 金     

借 入 金     

投 資     

補助金・助成金     

そ の 他     

合 計 （ Ｂ ）     

※１ 合計（Ａ）と合計（Ｂ）の額は、一致します。 

※２ 備考欄に、資金の調達方法のうち、「借入金」及び「投資」についてはその機関の名称を、「補助金・助

成金」については具体的な補助事業名を記入してください（予定を含む）。 



第３号様式（第５条関係） 

 

第     号 

   年  月  日 

             様 

 

 

                        京都市長 

 

 

新商品の生産等による新事業分野開拓者認定書 

 

 

  年  月  日付けで提出のありました新商品の生産等による新事業分野開拓者

認定申請書について、新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る

者の認定に関する要綱第３条の基準に適合するものと認め、新事業分野開拓者として下記

のとおり認定します。 

 

記 

 

 

１ 認定事業者 

（所在地） 

 

 

（商号又は名称） 

 

 

（代表者職・氏名） 

 

 

２ 新商品等 

 （新商品等の名称） 

 

 

 

３ 認定期間 

 



第４号様式（第５条関係） 

 

第     号 

   年  月  日 

 

             様 

 

 

                        京都市長 

 

 

新商品の生産等による新事業分野開拓者不認定通知書 

 

 

  年  月  日付けで提出のありました新商品の生産等による新事業分野開拓者

認定申請書について、審査の結果、下記のとおり不認定とすることに決定いたしましたの

で、新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する

要綱第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

 １ 審査結果   不認定 

 

２ 不認定理由  

 

 

 
 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長に対して審査請求

をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、

審査請求をすることができなくなります。 

 また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があったこ

とを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定

があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。 



第５号様式（第７条関係） 

  

  年  月  日 

 京 都 市 長 様 

                 （申請者） 

所  在  地 

商号又は名称 

      代  表  者 役職名 

氏  名 

                        

新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更申請書 

 

 

  年  月  日付け第  号で認定を受けた、新商品の生産等による新事業分野開

拓の実施に関する計画について、下記のとおり変更したいので、新商品の生産又は新役務

の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱第７条の規定により、申

請します。 

 

記 

 

 １ 変更事項 

 

 

 ２ 変更内容 

変更前 変更後 

  

 

３ 変更の理由 

 

 

 

（添付書類）変更後の新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画 



第６号様式（第７条関係） 

第     号 

   年  月  日 

 

             様 

 

 

                         京都市長         

 

 

新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで提出のありました新商品の生産等による新事業分野開拓計

画変更申請書について、内容を審査し、承認することに決定いたしましたので、新商品の

生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱第７条の

規定により通知します。 



第７号様式（第８条関係） 

  年  月  日 

 

京 都 市 長 様 

               

   （申請者） 

所  在  地 

商号又は名称 

      代  表  者 役職名 

氏 名 

                        

新商品の生産等による新事業分野開拓事業中止届 

 

  年  月  日付け   第   号で認定を受けた、新商品の生産等による新事業

分野開拓の実施に関する計画について、下記のとおり中止しますので、新商品の生産又は

新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱第８条の規定によ

り届け出ます。 

 

記 

 

 

１ 事業中止の理由 

 

 

 

 

 

２ 事業中止の時期 

 

 


